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1. 市の概況

(1 )治革

日野市という名の起りは古く、和銅年間に名づけられた火野がのちに改

められたものといわれている。明治維新頃は、街道筋の宿場町として栄え、

行政区域等が幾度も変ったが、明治 3 4年に桑田村を合わせて、、旧日野町

が形成された。一方七生村は明治 2 2年高幡村ほか 6ケ村が合併して七生

村になった。ともに昭和初期までは農業中心であったが、昭和 10年頃か

ら相ついで工場が進出し、工業住宅都市へと様相を変えてきた。

昭和 33年 2月 1日、日野町と七生村は合併して新日野町が発足したが、

との頃から住宅公団多摩平団地をはじめ分譲住宅地の開発により人口は飛

踊的に増加し、昭和 38年 11月 3日、 全国 559番目、都下 12番目の

市が誕生した。

(2) 日野市の境界

(西端) 東経 1 3 9度 2 1分 4 0秒

(東端) " 1 .3 9度 2.6分 4 0秒、

(南端) 北緯 3 5度 3 8分 2 0秒

3 5度 4 1分 3 0秒、(北端)
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(3) 人口と世帯の推移

一一一一一「一一一一

人 口
世帯数

当人口 密度総数 男 女

5 1年1月1日 1 26，4 5 6 64，7 2 6 61，7 30 42231 2.99 4，664 

52年1月1日 1 31，824 67，226 6 4，5 9 8 I 4 3，7 43 3.01 4β62 

15咋 1月1日 1 3ス025 69.900 6ス125 4 '5，61 4 3.00 5，054 

5 46手1月1日 1 40，2 4 4 71.972 68ヱ72 46，782i 29915175 1 

2. 行政機構等

(1 ) 市の機構組織

市 議 会

ー企画財政部一一企画課、財政深、市史編さん室

ー総 務 部一一 庶務課、秘書謀、広報課、 職員謀、管財謀、

用地課

目市 民 部一一m市民謀、支所、市民税謀、資産税課、納税謀、

保険年金繰助

役下
市

長
一生活環境部一ー保健衛生謀、清掃謀、産業経済謀、公害防災謀

ー掛市整備部一一都市計樋謀、区画3整理謀、下水道謀、流域下水

道準備室

ー建 設 部一 -管理謀、土木謀、建築線、公園緑政課

ー福祉 部一一社会謀、児童謀、福祉事務所

.._-水 道部一一業務課、工務課

」収 入 役 一一一一一一一 出納謀

教育委員会一一一一庶務課、学校教育謀、社会教育謀、体育謀、

図書館、公民館

市立総合病院一一一一ー診 療部門、 事 務部門

選挙管理委員会 一一一一事務 局

監査委員一一一-事務局

農業委委会一一一一一事務局

-2ー



(2) 税務機構及び事務分掌

昭和 54年 10月 1日現在

部 課 係 職員数 事 務 分 羊~与 ~ 

税務統計及び諸報告に関すること。

2. 予算、決算及び経理K関することO

市 3. 軽自動車税、 電気税、るガス税及びたばこ

課K関する ことO

民 庶務係 4(3) 
.4. 課税証明K関すること。

手足 '5 原動機付自転車及びtJ"型特殊自動車の標

市 線 する ことO

6. r課内及び税務庶務K関するこど。
一一一 一可 一d 一 .一一， . 

、 市都民税の賦課11=1羽するt

市 民 税係 15(2) :2. 法人市民税の賦課に関す，

3. ii¥長税台I!辰等の整理保管(!q
一一一一 一一一ー

土地の評価K関することc

2. t亘|定資産税及び都市計画1
、~侭工じ 3 特別土地保有税K関する ‘

民
4. 国有資産等所在市町村交イ

産
、

土地 係 ヲ(3) 5. 土地台帳及び地図等の整i

税
とO

6 税務証明K関するこ とO

諜
χ i舌!定資jft~評伽審査委員会l

8. その他記長内の庶務K関す，
一 一一一一一一

家屋及び償却資産め評価l

家屋償まj主却 1 0 (り) 2. I?司定資産税及び都市計画1資係
3. 家庭及び償却]資産の台i阪空

一 一一一一一 ト一一一一一一 一 一

徴収簿、滞納繰越簿の整1

2. 収納管忠及び歳入経理 (f[~

管理係
3. 市税の減免K関する ことO

6 (1) 
4. 納税証明vct到することO

5. 来P1税の啓蒙宣伝及び納税目

6. その他課内の庶務K関寸，
一一一

市税の収納vci謁する こと，

納税係 8 (0) 
2. 督促K関すること。

1 3 市制納整理加

1 4. 徴収金の嘱託及び受託 VL ~

消費税等の賦

識の交付K関

ること。

α!4
 

L
」

」

」

こ

る

る

す
す

関

関

K

K

覧

ること。

関すること.

こと。

るこ と。

合 計

※ 職員数のうち( )は女子職員
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(3) 税務職員経験年数等

昭和 54年 10月 1日現在
-----

税務経験年数
ー -・ー

謀 係 5 5 7 1 0 1 0 

男 女 計 年 年 年 年 年

未 未 未 未 以
満 満 満 満 上

ー一 一一

市 庶 務 係 ろ 4 ろ

民
一 .. 

市民税係 1 3 2 1 5 5 8 4 
ーート一一一一一一一トー一一一一ー 一一ーー 一一 トー一一一..

え呆 1 4 5 1 9 6 9 4 
町一一一ト一一一一一

資 土 地 係 6 3 9 3 ろ 3 
ト一一- ーートーー一一一一

産
家資屋産償却係 1 0 1 0 4 4 2 

税
。

，----ーー一--一一 「 司

課 計 1 6 5 1 9 7 7 5 

日
トー・ 一一トー-一一一一一ト一一一司一一一 一 一 一 ーーーー-一 一 一卜一一一ー・一一・ーー

一」

管 理 係 5 6 2 3 
トーー-ー守 -ート一一一ー一一

納 税 係 8 。 8 5 2 2 

謀
言十 1 3 1 4 5 5 2 

台、 ， 4 3 9 5 2 1 8 I 2 1 
1 一一

111 ; 1 

， 

-4-



3. 財政

(1 ) 昭和 53年度一般会計決算

歳入 単位 :千円・%
一一一

款 5 3年度 構成比 5 2年度 構成比 前年比

ー一一- 一一
市 税 引498，896 50.1 8，1 26，642 42.5 1 1 6.9 

一一
2 地方 議 与 税 1 08，074 0.5 1 03，700 0.5 104.2 

5 自動車取得税交付金 205，7 7 0 1.1 1 72，31 0 0.9 1 1虫4ー-_._-_..
4 地方 交 付税 472，1 09 2.5 1 44，380 0.8 327.0 

5 特交 通別安交全付対 金策 26，1 29 0.1 1ス510 0.1 1 4虫2

一一一 一一
6 分担金及び負担 金 1 44，247 0.8 7虫624 0.4 181.2 

ー一H・--一一ーー一戸田ーーーーーー・ーーーー ーーー一一一一ーー
7 使用料及び 手数料 1 1 8，4 0 4 0.6 L~~627 0.5 1 1ス7

トーー抑ーー 制 8 | ー ー 一 一一
82.5 I 8 国 庫 支出金 1 2.8 2，939，094 1 5.3 
ー一一..-

9 者日 支 出 金 1，285，81 9 6.8 1，1 4史090 6.0 1 1 1. 9 
一一一一 一 一

1 0 財 産 収 入 5ス241 0.2 49，969 0.3 74.5 
一一一 一一

1 1 寄 十I 金 36，41 9 0.2 53，049 0.3 68.7 
--，ー ーート一一一一一一一一 一 一

1 2 繰 入 金 246，51 1 1.3 652，01 2 3.4 37.8 
一一一一一一一ト一一一一一一一一一 一一一

1 3 繰 越 金 1 263，654 1.4 330，049 1.7 79刃

66虫799 I 
一一ト一一一一一一ー

114 諸 収 3.5 726.401 3.8 92.2 

1 5 市 1 8.1 仰問。ァ行一三一:寸寸一一一石一了
詩 人 合計 1 00.0 1虫142.657 1 8.968.490 

議a te 
一一
款 5 3年度

議会 費 201，366 

2 総 務費 2，858.845 

ろ 民生 資 3，544，7 1 5 

4 衛生費 1，858，953 

5 労働 費 1 5，01 2 

6 農 業 紫 83，355 

a
一a
一
」
ι
一
ユ
ー
一日
一

費

一
費

一
費

一
由貿

工一

木

一
防
一

育
三一一

1 1 公債費 1，34ス689 7.3 

1 2 諸 支出金 1 62，4 34 0.9 

1 3 予 備資 。 。
歳 出 合計 18，555.852! 100.0 I 

-5ー
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昭和 54年度一般会計当初予算

方

市

地

(2) 

円
/
』
一

Z
J

歳出

款

i I 1 議 会 費

1 0 

2 総務

5 民生

4 生

8 土

9 r角

衛

教

7 

ーもー

S
司
a

，、

4
H

院主

i 歳 出 合計

30，000 

1ス963，116 

f蒲予1 3 



(3) 一般会計に占める市税の割合

億 円

190 l 一一一一

ま恥弘白、、

'恥公じ、

140 
，恥i己ミ、

i額

額

額

!額
60 

40 

20 

三fl5 0 

歳入決算額

L~~L決算額 I .5，536、255 I 6，9 3 8，887 I 8，126州 I 9，498附
「一一 | 一一一一 | 一一一一一了 !一一
|市税の割合 ( 505必 1 44.1婦 I 425婦 I 50.1係

----7-



4. 市税総括

(1 ) 税率 の変遷

¥¥  

民 (円円;;44(卜ll卜-一~ム一~ム;一j
「~人川!U刊|ムぷ孟二瓦孟

24，000円 1 80.000円 180万弓 40別 80牙ミ 40万弓
1 2，000円 1 24，000円 I 24，000円 I 24，000円
ス200円 1. 8.000円 I 8，000円什 8，000円

12:1回世 I121 13.3 1.1~ I 12:1 133 1必 I12j 133盟
100 1 00 1 00 I 1 00 1 00 1 00 I 1 00 1 00 100 I 1 00 1 00 1 00 

1. 4 I 1. 4 
100 I 100 

5 1年度

1.200円

別表

5 2年度

1，200円

5 4年度5 3年度

1，200凡L一一竺00円

別表 別 表 別 表

1. 4 
100 

斗 一一一一一一ー

650円 650円 700円650円

11 

一一一一一ー ! 一一一一一十一一一一一一一一一一

1， 00011 1: 1，00ν I 1， 0 0 0 /1 I 1. 1 0 0 /1 

7JON1 1m日二三士一三iE
2.00011 I 2，00011 I 2，000" I 2.200" 

自!軽 |三輪 I /1 __I一二竺~I___ .-ーごと竺!と」一二三巴~l一一一三，85 0 /1
5，900同 I ~~~~. ~，~ ~ ~Ô I ~ n 

ui | 営業 広200円 I 5，900" I ι500" 
営業 5，200P] I ~~ ~'~ ~ ~:. I ~ I ，J，' 

リ I :i適合 4.5001川!

，300円 I ~'. _~"_ ~，~ ~ ~円
~ I 営業 2，900円 I 3，3 0 0" I 3，6 5 0 /1 

営業 2，900円 | 
1 J 適合 2.500円

税!i ._J_一一一一 ! ー

I Í~i l農耕用 ! ニ-L2EL--J三?ff-L-5-2とし- - 1450H

|操!その他 I /1 I 3.900" 3，900" I 3ヲ00" I 4.300/1 

l二輪の小型 I 1 "7 "7 r， ，， 1 7 ."， ~ I ~ -， ~ ~ I 
!自 動 車 1 /1 I 3，300"I 3，3 0 0" I 3，30 0ρ I 3，650" 

1 8.1 I U:J 1 U:J 1 uu 
1 00 I1  0o 1 100 I 100 

" 匂ιπコF

!fjt 

一輪 /1 

白
制

動

説J

班十
車

市たばこ消費税

L 

電 気 税

ガ ス 税 3 2 
100 100 

特別土地保有税

都市計画税!

取得一三一-
1 00 
1.4 

保有 一一
1 00 

0.2 
1 0 0 ， 

-7t-l---27τ |一生

取得 7缶 !取得 合 取得 汁 τ
保有 持ケ 保有 告も 保有 古令

..，.-8;.."... 



別表一市民税の所得割の税率

一一
48 年 度 以 降

課税総所得金額の段階区分 市民税の税率
一 一

3 0万円以下の金額 1 0 0分の 2 

3 0万円を超え、 5 0万円まで 100分の 5 

5 0 (/ 8 0 11 1 0 0分の 4 

80 fI 1 1 0 H 100分の 5 

110 " 1 5 0 11 1 0 0分の 6 

1 5 0 1I 250 fI 1 0 0分の 7 

250 II 400 /1 100介の 8 

~ B 0 11 600 /1 1 0 0分の ? 

600 'f1 1， 0 0 0 fI o 0分の 10 

1， 0 0 0 I! 2，0 0 0 !I o 0分の 11 

2.000 fI ろ， 00 0 11 1 0 0分の 12 

3，000 /1 5.0 0 0 fI 1 0 0分の 13 

5，000万円を超える金額 100分の 14 

(2) 市 税 の 納 期一 覧

毎月 (6月か ら翌年 5月末日まで)

人| 随 時申告納 付

』組定資産税 | 5 月 1 7 月 I 12月 I 2 月

間i定資産税 同 f付金 15:J 一 一 一一

型 付金上 一二 三 二:JE--L一一一 一 三 五二 一

軽 自 動 車税 I 5月(新規分は随時)

市 た ば こ 消 費 税 !毎月(翌月末 日までに申告納付)

電 気 税 |毎月(翌月 25日までに特別徴収)

ガ ス 税 |毎月(翌月 2 5日までに特別徴収)

|所有分 I5月申 告納 付
特別土地 If/l r:J /..，1 I 一一一一一一一一一一一一一一

保ff!取 得 分 I 8J 上- LE--一

都 市 計画税 j5 月 I7 月 I 12月 I 2 月

;.....9ー



(3) 市税決算の推移

ロミミ二一
市税総計

I 11付申 I 1117 "l 'I!i5 I左の対 i
調定額 |収入率 | 収入額 |箭孟比!

.一一一一

ー市 民 税 3，92引057 97.も 3，835，334 139.5 

個 人 1 2β06竺~_L.~~グ L三，7 1 9，どとJユ竺-
|現 年課税分 I 2.7 3 8，3 69 I 9ス8 I 2，678β98 I 1" 25.7 

!…副山~I 5-;三 4竺二巨Z
法 人 I 1，1 22235 I 99.4 I 1，115.660 1 195.2 

|現年課 税 分 I 1，1 1 8，1 79 I 円 5 I 1， 11 2，358 いス4

1 滞納 繰越分 I 4ρ55 I 81.4 I 3.3 0 2 I 4 2.5 

回 定 資産税 I 2.325β62 I 96.7パ 2248ヱ96 I 11 2.4 

i国定 資産 税 I 2248，387 I 9川 山822 い1.9

l 現年謀税介川! 川 2222 I 98川 2之幻，1川1

| 滞 … 納M繰 越肘州分川I 6““ω川6ιω似山，1μ川1“川6ω川5パ) I 44川5什パ 2以m山 …q別肌山4何川5臼8 Iい1日川叩3ω川0ω 5 

i 交付金 。京桝州す金(現) I 7ス474 I 1 00.0川 7ス474 I 12玖%5 

軽 自動車税 I 21，口，ヱ272 I 8呪問8什 1矢引109 I 1 80.7 7 

|「一官石:士型竺巴竺て三;三1E百正王--_工_-三三-三五王ドiii
!滞納 繰 越分 I 2.037 I 33.9 1.. 690 I i 

市たば こ消費税(現 ) I 21 2之75 I 1 0 0.0' I 21 22 75 I 9ス4

電 気税 (現) I 1 91，009I 1 0 0.0 I 1 9 1，0 0 9 I 1 2 0.6 

ガス税(現 ) I 19，51 7 I 1 00.0川 I 1 1 

特別土地保有税(現 ) I 35，396 I 100川 553961 7μ 

?0，793 I 96.7 I 37ス946I 11 3.8 

同 i一二日，91 I 1 02.0 

都市計画 悦

1 0，313 I 

L一一

-10ー



単位:千円。婦

3お 8;013I 96.7 

ろ，254，972 ?ス7 5，868，563己21.7

竺史上三竺I 48竺と.11 1 8.7 1 0 82 0 3 I 5 4.8 

1223，9 65 ~ 9史61 1，218，659 I 1 0幻

-，-11-



(4) 昭和 5:3年度市税決算

}ト-........_-....__
ー-，.-ー一一司ーーーーーーー

予 算 現 額
調

当初予算額 補正予算額 言十‘、、、、
一一

市 手見 給、 言十 8，9<79，683 505270 矢484，953 9，745，1 

ー!有 民 税 5，063，61 8 203，628 526ス246 5，409，2 
ト一一ーーー一一一一一一ー一一

イ国 人 3，911，523 1 2，1 23 3，923，646 4.059.8 
一 一

現年 課 税 分 3.853，838 1 0.550 3，864，388 3，951.6 

!滞 納 繰越 分 5ス685 1，573 5矢258 108ヱ03，5
ト M 一一一 一

法 人 1，152ρ95 191，505 1，343.600 1，349，328，8 
-1-一一一" 一 一

。、

現年課税分 1，1 46，849 1 93，4 6 4 1，340，31 3 1，343，942，9 
トー-一一ー一一一一ー一一一一一一一一一

ιヤ 滞 納 繰越分 5，246 〆~~1 ， 95 9 ，3，287 5，385，9 
一 一 一-一一一 一一一一 一一一一

回定 資 産 税 2，809，849 4ス992 2β5ス841¥ 2，953，931，5 
一一ート一一一一一一一一… 一 一一一一

国 定資産 手見 2，7 21，1 84 45，51 7 2，7 66，701 2，86 2，7 9 1， 1 
一 一一一 一 一 一一一一

現年課税 分 2，685，4 8 0 41，082 2，726，562 2，7 73，394β 
--1-一一一一一ー一一一一一一一一 一 一一一-

35，704 4，435 40，1 39 8矢396，ろ
一一一一 一一一一一一一

交付金 ・~f1fす金 (現 ) 88，665 2，4? 5 91，1 40 91，140，3 
一 一一一ト一一一一一一一一一一一ー ー一一一一一-一 一一

ぜ蚤 自 動 車 税 1 9，200 363 1引563 21，261，8 
一 一一一一一ト一一一一一一一一一一

現年 課税 分 1 8，397 413 1 8β1 0 1引574ヱ
一一一一

i滞納繰越 分 803 ζ~ 50 75，3 1，68ス6
トー 一 一 一トーー一ー一一一ーーー一一ーー-一一一一

市たば こ 消費税 328，300 2 1，9~L三50，23 1 350，231，0 
一一戸一 一

電 戸)'く~ 税 (現 ) 261，533 乙:24，1 98 23ス335 23ス335，0
一一一日 …

すf ス 税 (現 ) 1 2，853 511 .. 1 3，364 1 3，364，0 

特別土地保有税 (現 ) 24，81 9 ス159 31，978 31，978ρ 
ト一一一ー一一一一一

都市計 画 税 459，511 24ス884 70ス395 72ス84呪6
一一一

現年 課税 分 453，41 8 24ス130 700，548 71 2，5 6 4，8 
ーーー一一

!滞 納繰越分 j 6，0931 754 i 6，847. : 1 5ヱ84，7

トーーー一一一一』ー一一一一-
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収入率| 収入済額
選 付

純収入額 収入未済額
未済額 欠損額|

円 円 円
?ス51 呪498，896，122 605，803 史498290，319

ー

Pス51 5，2 72，3 03，0 85 358553 5，2 7 1， 9 4 4，5 2 2 
-ー

3，92ス824241 320，003 3，92ス504ヱ28 1，980.061 1 30，38ス478
』 一 一 』一ーーーーーーーー叩ーー一一 一 一 一

3，8 6 8，5 6 .3，81 5 31号024 3，8 6 8，2 4 4，7 81 。83，4 23，4 3 9 
一 一一 一 一 十一一一一一一一ー一一一一一

54.8 59，260，426 979 59，25矢447 1， 980，061 46.964，039 

99.6 1，3 4 4，4 7 8.84 4 

幻3，28ス440I 6伐州引削4と竺tリI 2，02 兄m別山0ωm 8印O 

123玄3，7汁17 I 2，β864，996ιω，β896 I 325丘幻，71刊0' 8 8，6 0 8，92 4 

2，7 73川

9 8.5 I 2，7 3 0，4ρ4幻74，9 6 5 I 1 2 2.1 79 I 2，7乃5ω5臼2月 6I 0 I 4 3，0 4 2D 5 4 

48.7 I 43.5 0山己 I 1.538 I 4何日月7~n I三三!としf三竺870

門

Un
U
 

円

U
4
司
E
E

・

1，588，41 0 

832，320 

100.0 

。 。100.0 

100.0 

?ス4

o 1 31，978ρ00 

708，975，983 I 3ω什 708，94制。 ! 5W8118M655

7 0 1，5 3 7，7 1 1 I 31，391 I701.50ω20! ，DI11.0S8.550 

ス…2 2621M38010!55A83jη91.085 

。 。

985 
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(5) 昭和 54年度市税当初予算

----- 当初予算額
前年当初

予鉾対比
.--..1 l 一一一一一ー一一一一一一

市 手見 総 言十 1 0，550，507 
省

?ス0 1 0，220，852 11 3.8 

市 民 手党 5，908，188 ヲス4

イ国 人 4r56 3，4 3 5 96.1 
一ー四ーーー.-句ーーーー..ーリーーー 'ーーーーーー--田圃酔ーーーー咽ーーーーーーー瞳・

|現年課税分 4，4 2ス462 ヲス5

i 滞納繰越分 1 35，973 50.0 

法 人 1，380，726 9呪1

現年課税分 1，374，602 ヲ虫3

滞納繰越分 6，124 60.0 

国 えーEムヲ 資 1主 41 3.159，868 9.5.6 

国 定 資 産税

軽自

1久928I 1 08.3 

61 6 76.7 

都布計画税

I 現年課 税 分 I 772β1 3 

i i l滞 納繰越介 I 2 0，546 1. 38.0 ス807

-14:_ 



市税収入額の税 目別構成(6) 

市税合計

市 民 税

固定資産税

5，536，255千円

他のそ

2.7 4 9，1 33千円 (4虫7%)

:~~~M 1，99矢525千円 ( 36.1 %) 

....; ，1 78ス597千円 ( 1 4.2部)

50 

年

6，938，887千円

一 一一一一一 一一ーー 』ーー_._-一ーーー刊一一ー一一一一一ー一ーーーーーーーー匂ー一一1 ・ 叩

3，835，334千円 ( 55.3弼)

2，248;296千円 ( 32.49毛)

855，257千円(1 2.3吾)

一一 一一一一一一一 一
51 

度

1
4
m
l
 

8，1 26，641千円

4.4 4 5，977千円 ( 54.7需〉

2，622，594千円 ( 32.3%: 

呪498，896千円

5.272，303千円(55.5骨)

一一一一十一一 一一-1 一一一十一一一一一吋

60 70 80 90 100憶円

一一
三
一
)

50 

2，865，120干円 (30.2梯

40 30 20 1 0 

53 



5. 市 民 税

(1 ) 個人市民税納税義務者数

特別徴収分退職所得分

『

年 度 区 分 普通徴収分

均等割のみ の者 576人 273人
人

8 一

所得割のみの者 1，893 2β02 237 4，9 

ーー 一一 叩一一

5 1 所得制 と均等割 8294 33，049 41，3 

言十 1 0.7 6 3 36，124 . 237 4ス12 

構 成 比 22.896 76.7 % 0.5婦

均等割のみの者 665〆へ 209'人 人
一

ー-一

所得割のみの者 2，3 2 3 3，134 327 

5 2 所得割 と均等割 引515 34251 一

一一一一

言十 1 2，503 ろス594 327 

一 一 一一 一一

構 成 比 24.8% 74.t 0.6悌

ト一一ー一ー一一一一一一一一一ト一一一

均等割のみの者 482人 104へ 一人

一一一ト一一ーー一一一一一-一一

~所所得得制害j のと均みの者

2，867 5ヱ18 377 

申一一ー四一-ー-

5 3 I FJT :f{~ i~U e_ ~~:手創 究646 34，554 一

トー一一一

言十 1 2，995 5ス876 377 

ド-一一

i構 成 比 25.4d f 73ヂ 0.7係
e 

ー.-ーーム

」 ー ーーー

紗人

2 

5 

4 

ト一一一一一一一一
係。
人

4 

4 

も

ト一一一一一一一一一一一
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(2) 個人市民税調定額調

年度i 区 分 |普通徴示五「五別徴収分f 退職所得分 計

課税標準額 15，4 04，4 2千6円 44，186，53干9同 316，1 8干四5'15矢内ス15千0円

一一ート一一一一

所得割額 822，3 0 51，8 5 3，55 3， I 1 6，8 8 0 2t 92，738 

税

51! ト一一(一一内一一土一一一地一日譲渡分). I ( 2 6 2.9 6 6) I ー I -I ( 26 2，966 ) 

額均等割 I 1 1. 4 3，1 I 3 42 0 0 I - I 4 5，6 3 1 

言十 8 3 3，7 3 6 I 1.8 8ス753I 1 6.880 I 2，7 3 8，3 69 

納税義務者 1人当り欄 L二2T 5U57 71，22守 58，1 o~ 

諜税標準空と竺77J52AODbJ2601J 61805J  

所得制額 I 844.7s'81 2，323，311 I 35;5~' 31 3，2 
税一一一一一一一一一

5 2 I {内土地譲渡分 )! (17，555) I ー I - I (1 7，555) 

額均等 制 I 1 2，076 I 39，274 I - I 51，350 

含十 85 6，864 I 2，3 6 2585 I 3 5，5 2 3 3，254，972 

6mP  l52112j 6426? 一一一一ー一一 回一団ー ・一一一日

様 峰 額 21，086，26千2円 83，275，53千5円

税所 得 制 傾 99 3川加4竺~j_--?。と竺ピ竺竺L

5 3 ，. I (内土地譲渡分) I (244，030) - I (24 4，0 3 0 ) 

一一一一一一

等制 12，7 4 4 I 4 0，89 5 一 I 53，639 

額ト 一一
計 」 1， 0 0…!加5竺jJ竺L竺竺~~I

|納税義務者1竺竺?lf竺包二fTfL三??LJ1竺?l
※ (1 ) 納税義務者 1人当 り税額の計は退職分を除く。
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別表一個人市民税の所得者区分

|年度| 区 分 構成比 税 額

給 ーヒてT 所 得 者 4 2，9 4 8人 9 1: 1 % 2，1 8 0，1 9 5 干円

い一一一一

営 業 所 {号 者 1，7 2 2 .3.7 6ス500

ちd宣hE 業 所 得 者 5 5 0.1 4 5 1 

川 !7ιの他他のの事所業所得者
928 2.0 1 2ス588

得者 3 4 5，7 .5 .5 

日 職 所 千尋 者 1 6，8 8 0 
トーー一一一一ーー

計 2，7 3 8，3 6 9 

ド一一一一ーーーー一司ー

給 与 所 者 2，6 9 1，3 9 8 
トーー

lf 業 所 得 者 1，9 1 6 3.8 8ス884

トーー一一一一一一一一一一一 一一

農 業 所 {与 者 6 3 0.1 747 

5 2 Iその他の;事業所得者 1， 058 2.1 159，493 

一 一一一トー一一一一一一一一一一一

その他 の 所 得 者 1， 3 1 1 2.6 2 7矢927

ト一一 一一一一一 ! 一一一一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一←一一一一ーー

退職 所得 者 327 0.6 3 5，5 2 3 

5 0，4 2 4 1 0 0.0 3，2 5 4，9 7 2 

給与所得者

l一一一一→一一一一一一-一一一一一一一一一一一一↓一一ー ーーーート一一一一一一一一一一」一一一一一一

4 5，9 6 6 9 O. 7 3，2 6 2，6 9 4 

営 業所得者

; 一一一一一一一一←一一一一一一一一一一一+一一 一一一一一一

1， 9 1 0 
ア門

;:).。 9ス45 1 

一一一一一一一一一一一→一一一一一一一一一一一一一一一一一“一一
I 0.1 I 3 6 7 

一 一一一一一
2. 1118ス10 5 

一一一ー 一一一一ー...司自E ・

5 3 その他の事業所得者

農業所得者 I 4 6 

一一一ト一一一一一一一一一一一
1，0 5 6 

者
一
者
一

斉

一

一

り

一
所
一

計

他
一
職
一

日

一
返

一

※ (1 ) 給与所得者と退職所得者は重複

(2) その他の所得者は土地譲渡者を含む

-1'8ー



(3) 個人市民税課税標準段階別所得額

53 

課税標準額の段階 納税義務者数

5万円以下の金額 676 

5万円を超え 10万円以下 578 

1 0 " 3 0 !I 2，332 

3 0 fI 5 0 fI 3，1 9 5 

5 0 8 0 !I ス469

8 0 fI 1 1 0 I! 8，7 1 5 

~ 1 0 I! 1 5 0 /1 8，8 1 4 

1 5 0 " 250 fI 引952

250 11 400 11 4，9 1 9 

400 11 600 1/ 1，358 

600 !I 1 0 0 0 11 526 

1 0 0 0 fI 2 0 0 0 /f 1 4 4 

2 0 0 0 /1 3 0 0 0 " 1 4 

3 0 0 0 " 500 0 fI 3 

5 0 0 0万円を越える金額 5 

メ口~ 言十 4 8，6 9 8 

※ 課税状況調より(7月 1日現在)

①分離課税分を含む。

構成比

1.4 

1.2 

4.8 

6.6 

1 5.3 

1 7. 9 

1 8.1 

2 0.4 

1 0.1 

2.8 

1. 1 

0.3 

0.0 

0.0 

0.0 

1 0 0.0 

年 度

総所得金額

構成比

1，5 2 6，8 1 3 1.5 

3 1 2，2 0 8 0.1 

1，7 7 0十546 1. 7 

3.2 7 6，6 8 1 3.1 

矢251， 284 8.3 

1 3，5 0弓10 0 1 2.2 

1 7，55 3，0 6 4 1 5.8 

2 7，84 3，5 5 9 2 5.1 

2 0，2 2 0，8 8 4 1 8.3 

8，3 2 0，2 64 7.色

4，5 8る，260 4.2 

2，0 2 1，0 9 7 1.8 

3 4 8，5 7 1 0， 1 

1 2 8，98 6 0.1 

2 2 3，4 7 1 0.1 

1 1 0，8 9 2，7 8 8 1 0 0.0 

単位:人・ 千円 。婦

54 年 度

一人当り 納税義務者数 総所 得金額 一人当 り

所得額 構成比 構成比 所得額

2，2 5 8 686 1.4 1， 5 9 4，6 9 4 1.3 2，325 

540 573 1. 1 35 6，798 0.3 623 

759 2，2 0 0 4.4 1，8 1 4，8 0 0 1.5 825 

1，026 3，1 5 1 ιろ 3，1 7 3，5 1 8 2.6 1，0 0 7 

1，239 6，788 1 3.5 8，5 8 5.9 8 8 ス0 1，265 

1， 550 ス913 1 5.7 1 2，6 7ス637 1 0.2 1，60 2 
一一 ーーヤ一一一一一ー一一一一一

1，9 9 1 気300 1 8.5 1 8，7 1 0，6 0 1 1 5.1 2，0 1 2 

2，798 1 t 2 4 7 2 2.3 3 1， 8 4 8，7 8 9 2 5.7 2，8 3 2 
ー 一一

4，1 1 1 5，778 1 1. 5 2 4，3 7 1，8 9 5 1虫7 4，2 1 8 
ー 一

6，127 1， 753 3.5 1 0，6 2 5，3 2 6 8.6 6，061 
ドー一一一一ー一一ーー一-

8，7 1 9 717 1.4 6，3 8号963 5.1 8，9 1 2 

1 4，0 3 5 2 0 1 0.4 2，9 0 8，4 3 7 I 2.3 1 4，4 7 0 

2 4，8 9 8 1 6 0.0 421， 955 0.3 2 6，3 7 2 

4 2，995 6 0.0 2 2 8，1 6 1 0.2 3 8，0 2 7 

7 4，4 9 0 2 0.0 1 6 5，6 6 7 

2，2 7 8 5 0，3 3 1 1 0 0.0 1 2 3，8 7 4，2 2 9 2，4 6 1 
」ー
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(4) 年度別退職所得割額の推移

o月月IJ退職所得割額の推移

540 

355 

-20-，-

1 7 8 

1，3 2 6 

900 

4，1 0 9 

単位 :千円

1，5ヰ6

3，972 



法人税割
(5) 法人市民税(1;:/ ~/U:~ )月別調定額の推移

均等割

単位:千円
一一一

\月~年\度 5 0 5 1 5 2 5 3 

4 月 ι985 ス829 5.301 2 0，7 1 8 

5 2 1ス339 1 2ス542 7 2，1 6 2 69，792 
-・目

6 8，2 2 2 221， 065 349，494 451， 759 

7 5 4，5 8 7 2 6 2，3 9 9 2 1 6，5 7 8 127，381 
トー一一一一一一一一一一一時F

8 
2O，B5?P25352 62 

2 8，0 7 9 29，820 
一一一一 トー一一一一一一一一一一一一一一一ー

? 3，8 1 9 I 5，2 6 3 4，8 2 6 6，920 
一一一一一

1 0 4，2 1 6 ス572 1 0，2 0 3 1 6，5 2 8 
ー一一一一一一一一一一

1 1 209，907 2 5ス865 3 7 5，0 5 3 
」ーー・，

1 2 8 4，1 6 7 2 1ス058 2 3 1，4 4 2 179，638 

一

「l一1戸8.35 0「i ;戸-
一一一

色、779 1 5，2 0 8 
トー一一一一一一一一ーーー一一一ーー一一ー

2 1ス612 3 8，7 6 9 

3 ろ，81 1 一石_-liE上:EL
言十 ! 1， 2 1 7， 5 0 0 I 1， 3 4 _ 3， 9 4. 2 _J 
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4 
N 

法人市民税調定額調

kぞJ

調

均 等 害リ

5 0 2，993 

5 1 8，2 8 9 

5 2 1 3，84 2 

5 3 2 1，0 6 3 

法人数調

[ 
分 割 . 非

市外{て事業所 市内に事業所
があるもの のみのもの

5 0 3 1 2 863 

5 1 3 7 1 912 

Ez ろ95 998 

え7F) tnnn 

定

法人税制

5 6 2，8 4 8 

1， 109，890 

I，2 0 3，65 8 

1，3 2 2，8 7 9 

分 害リ 別

言十

1，1 7 5 

1，283 

1， 393 

単位:千円。係

額 左の対 1法人当り

言十 前年比 税 額

5 6 5，84 1 9 0.7 482 

1， 1 1 8.1 7 9 1 9ス6 872 

1， 2 1ス500 1 0 8.9 874 

1， 3 4 3，9 4 2 1 1 0.4 977 

資 本 金 段 階 月り

5億円超及び 1億円を超え 1億円
相 互 会 社 5億 円 以 下 以 下 計

3 2 3 2 1， 1 1 1 1， 1 7 5 

7 2 28 1， 1 8 3 1，283 

6 6 28 1，29 9 1， 393 

d ‘ 



ム
(.N 

6. 国定 資産税

単位:千円



三下三一
5 1 5 2 5 3 

ー.

地 者責 d 筆 数 決定価格 千円 地 積 d 筆 数 決定価格 千円 地 手責 nf 筆 数 決定価格 千円

回 2，6 9 0，6 1 5 ス590 2 3，2 3 8，6 7 5 2，1 4 8，3 2 3 5，790 1 8，4 4 7，1 4 6 2，1 8 4，9 5 3 5，927 1 8，6 1 6，3 4 3 

次回 2，6 8 2，9 7 8 5，4 5 3 2ス42 8，3 7 2 2，2 9 3，4 3 2 4，281 2 3，5 3 2，2 0 2 2，2 8 2，7 1 1 4，349 2 3，3 5 9，6 8 2 
-ー

宅 地 8，2 8 3，1 8 8 3ス19 8 1 4 4， 1 8 0， 8 4 8 8，6 0 3，5 1 2 4 0，1 7 7 1 4 8，7 2 4，6 2 5 8，6 3 1.0 7 6 4 1， 4 1 8 148，80 3，111 

池 沼 ら986 7 82 1， 8 6 3 4 54 1.86 3 4 54 

山 林 1， 4 0 0，5 2 7 1.6 1 3 2 4 5，8 6 3 1， 3 3 8，6 9 1 1.489 1 9 5，1 6 3 1， 3 2 6，5 7 5 1，465 187，384 

原 野 6 2，1 1 7 1 4 0 2 5，2 1 0 5 5，6 4 6 94 2 4，8 9 3 5 5，0 3 7 9 3 1， 467 
一一一ード

雑 手重 地 8 3矢862 2，667 8，4 7 9，0 2 6 1，4 7 8，0 2 6 4，3 7 7 1 4，7 8ス953 1， 4 0 2，8 8 5 4，0 9 4 1 3，8 1 2，0 4 2 

ρロ』 言十 1 5，9 6 2，2 7 3 5 4，6 6 8 2 0 3，59 8，0 82 1 5，9 1矢293 5 6，2 1 21 2 0 5， 7 1 2， 0 3 6 ト 15，8 8引 o0 I 5 7， 3 5 0 I 2 0 4， 7 8 0， 0 8 3 
T 一一

|納 税 l イ国 人 1 7， 3 5 9人 1呪758人

(2) 評価に関する調

ア土 地

ム，
(法人 i 586社

イ 家 屋

三そご苧i イ間 人

納税義務者(数) 1ス700

本来 i木 ユ、止主と主 2 0，4 5 9 

非 木 造 3，1 8 3 
数

計 2 3，64 2 

床 木 ス、正旦と 1， 4 5 1， 6 3 1 
面

非木造 2 6 9， 7 4 6 積
(7，治 言十 1， 7 2 1，3 7 7 

価格十決定円

木 1、危主主 1 8，3 3 6，6 0 8 

非 木 造 ス520，1 16 

言十 2 5，8 5 6，7 2 4 

価単 木 I、止ロと 1 2，6 3 2 

格 位
非 木 造 2ス879

当
円り 計 . 1 5，0 2 1 

ろ社 626社

5 1 

法人 総 数 |個人

5 2 

法人 総数 個人

55 

法人 i 総数
ーード一一一一一一一一一一一

4 8三上一一三0，00斗一一三ム2ユムL一一三 14L--~ムロ土自4 9 3 I 1 8，1 9 3 

777 

1. 8 2 0 

2，5 9 7 

11 2，9 6 3 

1. 1 45，701 

12 5 8，6 6 4 

9 1 4，0 5 2 

26，2 8 5，3 2 0 

2ス19ヌ372 

8，092 

22，943 

2 1， 6 1 0 I 

2 1，2 3 6 

n
u

一A
4
.

2
一
1

只
J
V

一
O
/

。内一
1

4
l
一
の
L 6 9とし 22，6 0斗一一 23，05~l一一一一三!_J_-J_----~.三百三一

5， 0 0 3 I 3， 8 2 2 I 1， 7 1 8 I 5， 5 4 0 
一 一一一

2 6，2 3 9 2 5，7 3 6 

5
一
O
一
5

8
一
4
一
3

つL

一
7

ヘU
F
n
u

'
国

同

，

4

一ス一

2

2
一
2寸

/
，
 

4
E
E
 

101，552よJ423，585 

1，724 

2.4 0 8 2 8，1 4 4 2，4 0 3 
3 . 

1，5 6 4，5 9 4I 1，6o 3，5 5 1 1 0 4. fJ 9 1 1，7 0ス642
--ーーー・トーーーーー一 "ー

1，4 1 5，44 7 I 3 3 2，3 9 2I 1，2 1ヌ514 3 7 2，8 5 9 1，6 2 2，6 2 0 15 5 1，9o 6 1，24号76 1 

2，9 8 0，0 4 1 1，9 3 5，9 4 3 1351311LJどと日三1，3 2 .3，6 0 5 3，2 5矢54 8 I 2，0 9 4，8 9 4 
一一一一一←一一一一斗一一一一一一一一 1---- 嶋一一一ー一一一一一一一一十一ー

2 3，8 7ス330 28，341，498 I . 78 2，43 2 L2~三位三1

12，6 3三272131， 03ス907 い3，67 1， 1 7 9 
一 一 一一一

4 0， 9 7 5， 7 7 0 I 3 1， 82 0，3 3 9 I 7 2，7 9 6，1 0 9 
一ー

は 45パス70 5 I 1 5，9 7 1 

3切 82 I 2 4，8 3 5!2υ1  4 

1q560!2三548 I 21， 124 I 

7 6 3，3 6 9 2 4，6 4 0，6 9 9 

10， 545， 871斗ー竺立区日 ~1 8 4，6 1 7 

3 4，4 2 1， 2 0 1 I 3 0， 4 0 4， 1 1 5 J
O

一
nU

4
l
-
z
J
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J
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に
J
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一
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丁一
単位 :千円

「 一一一一一
5 3 

F 

↓ 
(J1 

装 置 ! 2 1， 8 1 4，4 3 4 玩五両7云 1
通搬具 i 3 3 8，2 7 .) 3 5 6， 7 8 8 

及 ひ 備 品 | スcl8 O.O 2 3 I ス658‘96 0 I 
したも の i 4，9三三50 9 j 6， 8 2 6， CJ 1 5 i 

3 8，84 6，7 7 cl ! 
人(人 ) ! 7 4 

人 (社 ) ! 57T「
ー一一一一一ー-~一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一___，_一一一

“
一
山
一
川

10ス653

13 4， 1 6 4 

11， 8 5 8 

9ス471 

55 1， 1 4 6 

5，2 1 4，1 6 0 

21， 3 6 3，8 1 4 

58 5，14 5 

ス443宅 010

ス64 0， 6 5 8 
一

7
一
3
一

8
一

Z
u
-
-
-
8

n
o
一
4
l
一
寸
/
一
円
U

一
円。

一
T
0

7
/
-
n
o
一
n
y
一
n
u
-
A斗
一
〆
O

，
聞

咽

-

-

，

司

，

正
。
=
九
一

7
九
一
ウ
ん
一

O
一
n
u

A
斗
一
つ
』
一
ハ
γ
一口
7

一
A
斗
一

A
斗

円
ぷ
一

Z
J
-
A
斗
一
に
J

一
只
v

一
A
U

，
.
，

"

-

-

n
u
一
Z
J

一
4
h
一

7
ん
一

7
ハ

A
斗
一
円
ノ
-
一

40，5 9 7， 9 3 3 

9 2 

4 37 

529 



ふ。、

(3) 国有資産等所在市町村交納付金

「セー??!百戸
種別 ~区分

都有資産分 2ス548 1 6ス7
ー--・ ・一ー-

交付金国 山 11日|

問 14， 0 2 I I '1 1 5. 4 ! 

|1 計斗J4司247ii 11501  l 

合 計 7ス474 ! 1 2虫5

ムーー

5 2 

額

2 9，7 1 2 ! 

，1， 1 0 1 

3 0，8 1 3 

1 4，8 1 1 

3 8，6 7 1 

5 3，4 8 2 

8 4，2 9 5 

単位:千円。労

5 3 

対前年比 3人Z 額 対前年比

- ~ - ..-. 

1 0ス? ろ1.877 1 (J Z 3 

1 6 2.2 1，1 6 7 1 0 6.0 

1 0虫2 3 3，0 4 4 1 0ス2

1 0 5.7 1 5，7 2 5 1 0 6.2 

' 

1 0な8 4 2，3 7 1 1 0虫6

1 D 8.6 5 8， cl 9 6 1 0 8.6 

一

1 0 8.9 9 1， 1 4 0 1 0 8.1 



7 軽自動車税

(1 )課税状況

年度
5 1 

軽自動車税課税台数 ス348台
4・

課税台数前年対比 1 05%‘ 

調J年 対軒与す|

(2) 軽自動車新規@廃車登録状況

-27-

5 2 5 3 

引742台

1 1 5 % 

2 0，71 0千円 ! 2 2，1 1 5千円

一一一一一~_.-一一一一一
9 7需 1106掃



8. 市たばこ消費税

:可 5 2 5 

売上(本千本数) 調 定
(千額円) 売上本(千数末)

一一}

ろ月 1矢557 2 3，7 2 0 2 2，6 1 2 
一 一一一一

4月 2 0，9 2 4 2 5，3 7 8 2 5，3 6 8 3 
一一一一一一一

5月 2 2，1 6 4 2 6，8 8 2 2 4，5 8 6 3 

一一ト一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一ト一一一一一一一

6月 2 2，4 5 7 2ス238 2 3，4 1 5 2 

一 一一F一一一ーーーー』ーー

7 J1 2 1， 7 0 6 2 6，3 2 7 2 3，7 1 5 2 

8月 2 0，3 5 6 aつ'-

一一一

ヲ月 2 2，8 0 3 ろ
ト一一一一一一一

1 0月 21， 851 2 

1 1月 21， 292 つ

一一一一一争

1 2月 つL7f，fL守 口Y 斗A 合

一一一一

1月 1 8，6 7 0 f43 1 

一 一一一一一

2月 2 1，4 8 7 2 

定宅円)

ス815
ト一一一一一一一一一一一一一一ーーー・一一

1，20 5 

0，243 

8，802 

引17 2 

ス784

1，0 7 9 

究318

8，639 

4，1 4 1 

4，084 

ー「
1

1

1

一
摘要

告示単価 6円 70銭 1I豆(5 2年度 )

!f 6円 i9銭 6厘 (53年度〉

-28-



9. ~ 気 税

尺ごご年度
区'-"'"

月別¥分

5 2 

ろ月
白
川

額
一
干

M

定

一

川

調

一

額

一

月

準

一

?

標

一

4

制

一

口

調 定 額

千円

T只39 6 

4月

5月 37 4，742 

-2守一



1 O. ガス税

l荒
ー

5 2 5 3 

課税標準額 調定 額 課税襟準額 調

千円 千円 千円

ろ月 1 0 2.8 9 6 2，042 1 1 0，7 8 5 
一一一一一

4月 8 5，1 9 5 1，6 8 8 8 5，0.85 
一一

5月 7 2，3 4 0 1，426 7 6，5 3 7 

6月 2 8，5 6 2 537 2 3，7 0 7 
一 一 一 一

7月 5 1，9 8 4 1， 0 0 5 2 9， 8 1 6 
ト一一一一ーーーーー一一--，--一一ト一一 一一一喝

8月 2ス30 1 509 19.094 
一一一一一一一

?月 2 8.9 8 6 544 2 0，2 0 3 
一一一一 一一一一-一一

1 0月 .3 4，0 0 5 645 1矢940
一一一ー

1 1月 5 4，9 0 2 1， 0 6 9 4 4，9 3 3 
一 一 一 一 一一一一一一-一一一一日一一

1 2月 8 1，5 5 0 1， 6.31 6 4，9 7 9 
一一 一一 一一一 一一一 一一

7月 121， 336 2，4 2 4 9 4，1 0 0 
一一ト一一一一一一一一一一一一一一一一一

2月 1 0 6，8 5 6 2，1 3 7 7 9， [J 9 1 
ト一一

ルiコムA 計 1 5， 6 5 7 6 6 8， 2 7 0 i 
一一一一一一一一一一一一一一日

免税点 4 

6/1-) る

( 5 4. 6/1 ，._) 7 

定額

千円

2，2 1 5 

1， 7 0 1 
ヤーーー一ーーーー日目白ーーー一ー一ーーーーー一一ーー

1，5 3 2 

474 

596 

382 

404 

399 

899 

1， 299 

1.88 2 
トー一一一一一ー一一一ー一一一一一ー一

1.582 

3，365 

円

円

円

一弓Oー



1 1. 特 別土地保有税

単位:千円

て
間 5 1 5 2 5 3 

取得 分

保有分 I 3 5，3 9 6 I 3 3， 3 6 9 I 
合計調 定額 I 3 5，3 96 十 3 3， 3 6 9 

1 2. 都 市計画税

1 9 0，4 4 4 

9 5，3 3 1 

187，468 28 5，7 7 5 

介
納税義務 者社 740 740 747 

三百竺芝旦じ7;;二日三王子r--三J[jj
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収徴1 3. 

FF¥区分!認定額|収入 額 34 純収入 額 収入率 不納欠損額 未収入額

1 7山|刷日069 る，859，395 98.4 。 11 4，765 

78，81 9 52.2 5，1 0 8 67，098 

25川 1 6目白川 674 6，938，21 4 5，1 0 8 181，863 

8，03ス445 98.4 1 30，767 。

l2  ド司 88，542 48.8 3，227 89，61 6 

49，597! 8，1 2 6己41 654 : 8，1 25，987 97:3 ろ，227 220，383 

単位 :千円 ・%
年度別収入状況)

 

4
2
1
 

(
 

ム

141，147 

1 03，1 07 

244ヱ54

9，384，049 

11 4241 

.ヌ498，290

(竺戸税分い52七6い竺竺Ll6021

滞納繰越分 ! 21m58 ! 11 4山 i 4 ( 

! 只745，154 仰附6 j 606 1計

5 3 



(2) 督促状発送状況

戸l¥分-------九年¥度九 5 1 52 5 3 

回定資産税
都市計画税督促状 1 4，8 2 1 1 8，2 9 1 1ス87 6 

市都民税 11 1 4，8 9 8 1 4，4 6 2 1 Q，3 7 5 

法人市民税 /t t 9 4 203 ? ? 
"・..

軽自動車税 膏 1，7 1 8 1，89 8 1，9 3 守

ー ヤ一一一一一一一一一一一一一一一一

各種催告状 1 4，4 2 9 1 5.7 0 4 1 8，2 7 7 

メ口~ 三ロき↓l 4 6，0 6 0 
: 

5 0，5 5 8 5 4，5 6 4 

(3) 滞納処分件数

lvL 

不動産

債権(給与

電話加入権 |138

-33~ 



納税貯蓄組合(4) 

組織状 況

ご、ミー 5 1 5 2 5 3 
ー一一一一ー一一ーーー一一一一ーーー一「一一

組合数 組合員数 組合数 組合員数 組合数 組合員数、、ーー

2 0名以下 1 3 1 4 1 1 4 1 6 1 1 4 1 6 4 

4 0名以下 1 7 504 1 7 507 1 5 457 
同~ ーー

6 0名以下 1 5 
711 111 1 8 2 1 

512 1 2 5 7 1 

8 0名以下 6 4 11 5 564 6 4 2 1 
一丁一一

1 0 0名以下 2 1 7 .5 1 7 5 5 258 

1 0 0名超 1 1 2 i 1 1 2 I 1 3 0 

ア

i hC1 ! 5 1 2，0 3 1 4
1
 

晶
一-一
川
H

l

d
KA
l
l
 

単位 :千円 ・領

506，945104 ! 

!実そ三三~年度 5 1 

1M ¥ ¥;ご一ぷ 福 一ー一一日雇寸 両 五一つ:文入総領 |取扱額 回生 収入総額 取扱額 取扱比

178ω53 I 136‘653 i 1ス5 I 798，299 I 1 1 9.079 日 8，13 4 I 1 7 9， 0 7 1 I 1引

個金竺回定〕人!都資区一産市市計税翠民画(一除税税色調交普納年I付分通tJ___2-5一14，7 1 9 I 1 に56.356 I 6.2一一一hq956，895 i! 21 3，2 1 1 I 7. 2 I 3，4 3 2，0 1 2 I 2 5 9， 2 8 3 I 7. 6 

軽自動車税現 年 分 1 8.4 1 9 i 1， 4 4 5 I ス8 I 17，980 I 1.357! ス5i 18852 m ω 
国民健康保険税現年分 ! 2 7 3.3 8 1 I 4 1， 9 7 5 ! 1 5.4 _ j 53wo i 54115i 155! 49A357 6ス5001:136

I 4，883，335 

‘ 、

虫4584760i !ム14，106514336，429 3，587， 1 72 

市税の取扱状況

言十

イ

t. 
ロ



1 4. そ の 他

(1 ) 税関 係 諸収入

一区~分-____一-.....__一年一~度 5 1 5 2 5 3 
ート一一一一一一一一一一一両ー+一司

手先 務 証 明(件) 2 1， 8 1 5 2 1， 1 5 4 19，777 
手

|関 覧(件) 3，243 3，277 3，270 

数 |

料!
(件) 2 5，0 5 8 2 4，4 3 1 2 3，0 4 7 

一一

|金 額 (干円) 2，1 9 8 2，486 2，435 

』一一一一ーーー一ー一品ー一一一一一一ーートーー守一一一一一一一一'ー

都民税徴収 l 金
額 (干1;1) 1 0 4，8 7 4 119，424 141， 684 

委 託
メーてTトア 対前年比(労)

124j-l-1139 上--1186
一一一一 一一-_....

金 額 (干円) 1 5，6 4 1 1ス634 2 0，79 0 

延 滞 金

1 5 2.9 1 1 2.7 1 1ス?

¥1 原付自転車 数 5 6 56 ら7

様 識 i 寸一一一一一一寸一一一一一

|lI件金h拘年比 (唖)

弁償金 領 (円) 8，4 0 0 j 8，4 0 O!  1 0， 0 5 0 

摘要

(1 ) 税務証明。閲覧手数料

5 1年 4月 まで 1件 4 0円

5 1年 5月以降 1件 100円

(土地建物の証明は 5筆又は 5棟まで 10 0円として 1筆又は )

1棟増す ごとに 20円加算

(2) 原付自転車襟識紛失弁償金

1件 150円
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る経費徴収 vc要すの市税
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r-;区-介一一 一一一一ー 年度 5 0 5 1 崎』句『句-も唱-司・ー-

税 市 税 (a) 5，536，255 6，938，887 
収 一一ト一一一一一一一一一ー

入 イ間 人 者B 民 税 1，1 82，975 1，440，，535 
額

メIコL 言十 ω ι71引230 8，379，4 2 2 
ー一一 一一一一一

人
基 本 給 90，242 1 00，232 

{牛 耳誌 貝 手 当 76.21 5 83，341 

費 一

そ の 有色 9，130 1 1，033 
徴 ト一一一一一一一一一一一一一一

旅 費 71 2 795 
一一一一一

需 ノ，千貝ヨー fこ丑之¥ 1，706 3，1 22 
用 一一一

1え 費| 算事務委託費 30，085 ，33.4 6 7 

そ の 〆池 23.321 2呪990

千ム用4 納期前納付報イ賞金 丘858 8，4 8 0 

/助五 |I 納税好苔組合補助金

一 一 一ヤーーーー一ーー一一一一ー一一ーーーー
;五~t ス929 究761 I 

一一ト一一一一一一一一一一

イ也 !|負抱金。繍助金 1，7 43 1，765 

そ の他 1 1，365 引695

l徴 手先 ijき AE1 』 (到 25矢306 291，681 
一一一

都枕 徴収取扱 費 (。 84，395 1 04，.3 7 3 

B 一 (可J 一 D 1 74，91 1 1 .3 6，8 0 8 

税収に対する A B 3.85 3.4 8 

徴税1 資の割合
一一一一一一一

D 3. 1 5 2.6 9 
a 

!職 貝 安全 5 2 5 4 i 

単位:千円

11 2.0 5 8 

12，691 

94.0 d 8 

5 2 

• 

223ELI--!竺560

2.4 6 

2，145 

2.9 2 

2.0 5 

つ
ム
一

O
〆一

円
。

一

円

ノ」

一

o'
一
/
O

一

R
U

一
d

一

5

一
5

一

ト
一

3.25 

8，875 
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